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【交通反則通告制度と刑事手続との関係】

反則告知
（青切符）
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不納付反
則
金 終結

（公訴を提起されない）
納付

※飲酒運転、無免許運転など
悪質な違反は制度の対象外

反則行為
（交通違反）

例)信号無視
速度違反
一時不停止

送致
起訴

検察庁

不起訴

裁判所

通行車両や歩行者に危険を
生じさせる行為、交通事故に
つながるような悪質・危険な
違反行為は取締りの対象にな
ります。

対象となる
違反行為は113種類

反則通告制度
の対象は 16歳以上

対象となる違反行為の一例

携帯電話の使用等

通行禁止違反

一時不停止

信号無視 遮断踏切立入り

車道の右側通行等

反則金
6000円

反則金
5000円

反則金
7000円

反則金
12000円

反則金
5000円

反則金
6000円

主な違反（反則）行為 反則金額

携帯電話使用等（保持）
※携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為

１２，０００円

遮断踏切立入り ７，０００円

通行区分違反（車道の右側通行） ６，０００円

信号無視（赤色等） ６，０００円

指定場所一時不停止等 ５，０００円

通行禁止違反（逆走など） ５，０００円

主な違反（反則）行為 反則金額

被側方通過車義務違反
※できる限り道路の左側端に寄って通行する

５，０００円

公安委員会遵守事項違反（傘さしなど） ５，０００円

並進禁止違反 ３，０００円

交差点右左折方法違反 ３，０００円

歩道徐行等義務違反 ３，０００円

軽車両乗車積載制度違反（二人乗りなど） ３，０００円

※ 比較的軽微な交通違反で青切符の交付を受けた違反者が反則金を納付することで刑事罰を科されない制度
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